
 

平成２９年度健康増進型公衆浴場改築支援補助要綱 

 

平 成２９年４月１日 

２８生消生第４９８号 

 

（目的） 

第１ この要綱は、区市と連携し、公衆浴場の改築又は改修費用を補助すること

により、公衆浴場施設を有効活用した都民の健康増進、都民相互の交流促進等、

都民の福祉の向上を図るとともに、都民の入浴機会の確保に資することを目的

とする。 

 

（定義） 

第２ この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法（昭和２３年法律第１３

９号。以下「法」という。）第１条第１項に規定する公衆浴場であって、公衆

浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（昭和３９年東京都

条例第１８４号）第２条第１項に規定する普通公衆浴場又は法第２条第３項の

規定に基づき特別区若しくは保健所を設置する市が定める条例において規定す

る普通公衆浴場をいう。 

２ この要綱において「所有者」とは、公衆浴場を所有する者をいう。 

３ この要綱において「経営者」とは、公衆浴場を現に経営し、公衆浴場の改築

又は改修について所有者の承諾を得た者をいう。 

 

（補助対象事業） 

第３ この補助金の交付の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、公

衆浴場の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の改築又は改修事業のうち、別

表第１に定める施設・設備を設置するものであって、当該公衆浴場所在地の区

長又は市長（以下「当該区市長」という。）による事業計画の推薦を得たもの

とする。ただし、知事が特に必要と認めた場合を除き、他の公的制度の対象と

なっている改築又は改修事業は除く。 

２ １の規定による推薦は、当該事業計画が、次のいずれかに該当することを条

件とする。 

（１）当該事業計画に対し、当該区市による改築又は改修費補助が見込める場合 

（２）当該区市等が実施する介護予防事業、健康増進事業等において、当該公衆

浴場の活用が見込める場合 

（３）公衆浴場の所有者又は経営者が、自ら介護保険事業、健康増進事業等を実

施する場合 

（４）（１）から（３）までに定めるもののほか、知事が特に必要と認めた場合 

 

（補助対象者） 

第４ 補助を受けることができる者は、公衆浴場の所有者又は経営者であって、

補助事業が完了した日から、改築事業にあっては１５年以上、改修事業にあっ

ては１０年以上公衆浴場の営業を継続し、事業税及び都民税を現に滞納してい

ない者とする。ただし、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京

都条例第５４号。以下「暴排条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団

員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）及び次に掲げ

る団体は、この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。 



（１） 暴力団（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

（２）法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成

員に暴力団員等に該当する者があるもの 

 

（補助内容） 

第５ 東京都は、第３ １に規定する補助事業を実施する公衆浴場の所有者又は

経営者に対し、その改築又は改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助す

る。 

 

（補助対象施設整備費の限度額） 

第６ 東京都が補助の対象とする補助対象施設整備費の限度額は、次のとおりと

する。 

（１）改築事業については、１施設につき３億円 

（２）改修事業については、１施設につき８千万円 

２ 補助対象施設整備費の内容は、次に掲げる費用で、別表第２により算出して

得られた額とする。 

（１）本体工事費 

（２）附帯設備費 

（３）初度調弁費 

（４）設計工事監理委託費 

 

（補助金の額） 

第７ 補助金の額は、補助対象施設整備費の４分の１とし、次の（１）又は

（２）の金額を超えないものとする。 

（１）改築事業については、１施設につき７千５百万円 

（２）改修事業については、１施設につき２千万円 

２ １の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てた額とする。 

 

（助成申請） 

第８ 補助を受けようとする者は、当該区市長に対し、事業計画を提出し、その

推薦を受けた後、事業計画とともに健康増進型公衆浴場改築支援補助助成申請

書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならな

い。 

（１）当該区市長の推薦書 

（２）工事設計書及び見積書 

（３）既存の浴場施設の営業許可書の写し並びに建物及び土地の登記事項証明書

（借地の場合は、土地所有者の建築承諾書） 

（４）法人の登記事項証明書 

（５）前年度の事業税及び都民税の納税証明書 

（６）印鑑証明書 

（７）法人の場合は、法人税申告書及び決算書の写し（過去１か年の直近の決算

期間） 

   個人の場合は、所得税確定申告書及び決算書の写し（過去１か年の直近の

決算期間） 

（８）営業継続期間誓約書（別記第２号様式） 



(９) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合の組合員である公衆浴場の所有者又は

経営者が申請する場合は、同組合の意見書 

（10）誓約書（別記第３号様式） 

（11）（１）から（10）までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

（助成決定） 

第９ 知事は、第８の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めた場合には助成決定し、健康増進型公衆浴場改築支援補助助成決定

書（別記第４号様式）により、また、助成しないことと決定したときは、通知

書（別記第５号様式）により、それぞれ通知する。 

２ 知事が必要と認めた場合には、補助を受けようとする者が、第４に規定する

暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する。 

 

（助成申請の撤回） 

第１０ 助成決定を受けた者は、助成決定の内容又は条件に異議のあるときは、

当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内に、書面により申請の撤回

をすることができる。 

 

（助成決定の辞退） 

第１１ 助成決定を受けた者が、交付決定前に助成決定を辞退する場合は、速や

かに辞退届（別記第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（工事の着工時期及び期間） 

第１２ 助成決定を受けた者は、その通知を受けた日から起算して６０日以内に、

助成決定に係る工事に着手しなければならない。また、速やかに工事着手届

（別記第７号様式）を知事に提出し、その確認を受けなければならない。 

２ 助成決定を受けた者は、平成３０年３月３１日までに当該工事を完了しなけ

ればならない。 

 

（変更承認申請） 

第１３ 助成決定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ変

更承認申請書（別記第８号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならな

い。 

（１）助成決定に係る工事内容を著しく変更しようとするとき。 

（２）工事の着工時期及び工事期間について、第１２ １及び２に規定する期間

を超える変更をしようとするとき。 

 

（変更承認） 

第１４ 知事は、第１３の規定による申請書を受理したときは、申請の内容を審

査し、適当と認めたときは変更を承認し、変更承認書（別記第９号様式）によ

り、また、変更を承認しないときは、変更不承認通知書（別記第１０号様式）

により、それぞれ通知する。 

 

（助成決定の取消し） 

第１５ 知事は、助成決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成決

定を取り消すことができる。 



（１）偽りその他不正な手段により助成決定を受けたとき。 

（２）知事の承認を受けないで､助成決定に係る工事内容を著しく変更したとき。 

（３）正当な理由なく、第１２ １に規定する期間内に工事に着手しなかったと

き。 

（４）（１）から（３）までに定めるもののほか、助成決定の条件又は知事の指

示に違反したとき。 

（５）助成決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使

用人その他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに

至ったとき。 

２ 知事は、１の規定により助成決定を取り消したときは、助成決定取消通知書

（別記第１１号様式）により通知する。 

 

（助成決定に関する届出事項） 

第１６ 助成決定を受けた者が、交付決定前に、住所又は氏名（法人の場合は、

名称及び代表者氏名）の変更その他重要な事項に変更を生じたときは、速やか

に知事に届け出なければならない。 

 

（補助金の交付申請） 

第１７ 助成決定を受けた者は、助成対象施設の工事請負契約を締結した日から

起算して３０日以内に、補助金交付申請書（別記第１２号様式）に次に掲げる

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）助成決定に係る工事請負契約書の写し 

（２）（１）に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類 

 

（補助金の交付決定） 

第１８ 知事は、第１７の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（別記

第１３号様式）により、また、交付しないことと決定したときは、補助金不交

付決定通知書（別記第１４号様式）により、それぞれ通知する。 

２ 知事は、１の場合において必要があると認めたときは、補助金の交付申請に

係る事項に修正を加え、又は条件を付して補助金の交付決定をすることができ

る。 

 

（申請の撤回） 

第１９ 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条

件に異議があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内に、

書面により申請の撤回をすることができる。 

 

（工事完了報告） 

第２０ 補助金の交付決定を受けた者は、助成に係る工事が完了したときは、速

やかに工事完了届（別記第１５号様式）を知事に提出し、確認を受けなければ

ならない。 

 

（補助金の交付手続） 

第２１ 知事は、第２０の規定による工事完了届を受理したときは、その内容を

審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定書



（別記第１６号様式）により通知する。 

２ １の規定による通知を受けた者は、知事が指定する期日までに、請求書（別

記第１７号様式）を提出しなければならない。 

３ 知事は、２の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の支払を

適当と認めたときは、これを支払うものとする。 

４ ３の規定にかかわらず、知事が必要と認めたときは、補助金額を工事の進捗

状況に応じて交付することができる。 

５ 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）が補助金に相当す

る額の支払を完了したときは、支払の日から起算して１０日以内に支払完了届

（別記第１８号様式）を知事に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第２２ 知事は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助事業に係る施設・設備を補助金の交付の目的に反して処分したとき。 

（２）事業税及び都民税を滞納したとき。 

（３）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（４）（１）から（３）までに定めるもののほか、補助金交付決定の内容若しく

は条件又は法令に違反したとき。 

（５）補助金の交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役

員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該

当するに至ったとき。 

２ １の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用がある

ものとする。 

 

（補助金の返還） 

第２３ 知事は、第２２の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期

限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第２２（４）の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、補助事業者が第４に規定する期間内に、補助事業に係る公衆浴場の営業

を廃止したときは、知事の指定する額の返還を命ずるものとする。ただし、補

助事業者の健康上の問題又は死亡等やむを得ない理由により補助事業に係る公

衆浴場の営業を廃止せざるを得ないときなど、知事が特に認める場合はこれを

免除することができる。 

３ ２に定める返納額は、別表第３に掲げる算式によって算出して得られた額と

する。ただし、改修事業については、同算式中１５年を１０年と読み替えて算

出して得られた額とする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２４ 知事が第２２の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

した場合において補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係

る補助金の受領日から納付日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年１

０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除

く。）を納付しなければならない。 

２ 知事が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が



これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は納期日の翌日から納

付日までの日数に応じ、その未納額につき、年１０．９５パーセントの割合で

計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ 知事は、１及び２の場合において、第２２（４）の規定により補助金の交付

決定を取り消し、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延

滞金の全部又は一部を免除することができる。 

４ １及び２の規定に定める年当たりの割合は、閏年を含む期間についても３６

５日当たりの割合とする。 

 

（交付決定後の届出事項） 

第２５ 補助事業者が、次のいずれかに該当するときは、速やかに知事に届け出

なければならない。 

（１）補助事業に係る施設・設備について火災、地震等の災害その他重大な事故

が生じたとき。 

（２）第２２ １（２）に該当したとき。 

（３）住所、氏名（法人の場合は、名称及び代表者氏名）の変更その他重要な変

更を生じたとき。 

（４）補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止しようとするとき（別記第１９号様

式による届出）。 

 

（財産処分の制限等） 

第２６ 補助事業者は、この補助事業により取得し、又は効用が増加した財産

（一個又は一組の取得価格又は効用の増加額が５０万円以上の工作物、機械及

び器具とする。）を、知事の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価

償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）により定

められている年数を経過した財産及び知事が特別の理由があると認めた財産処

分の場合は、この限りでない。 

２ 知事は、補助事業者が、知事の承認を受けて、この補助事業により取得した

財産を譲渡し、交換し、又は貸し付けた場合において収入があったときは、知

事の指定する額を東京都に納付させることができる。 

 

（その他） 

第２７ この補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、東京都補

助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによる。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


